
基本手当
雇用保険の基本手当とは、いわゆ

る、”失業保険”のことです。離職したと
きに、公的年金である雇用保険から、
最大で360日分の給付を受けること
ができます。
支給額は、年齢や受け取っていた
賃金の額によって異なります。支給額
の上限は、2015年8月現在、1日当た
り7,810円になっています。30日分と
して換算すると234,300円になりま
す。
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受給資格 
基本手当を受けるには、雇用保険

に加入していることが必要です。つま
り、雇用保険の被保険者であることが
条件です。
名前のとおり雇用保険は、雇用者の

ための保険ですから、会社の経営者
は加入することはできません。ただし、
従業員兼任の場合（取締役事業部長
など）の場合には被保険者になること
ができます。
そして、被保険者であった期間が、
離職の前2年間で、通算して1年以上

ある必要がありま
す。ただし、企業の
倒産などの場合に
は、離職の前1年間
で、6か月以上被保
険者であれば受給
できます。

待機期間と給付制限
雇用保険には7日間の待機期間が

あります。離職の理由にかかわらず、
離職票をハローワークに提出した日
から7日間は給付を受けることができ
ません。
また、自己都合で退職した場合に
は、待機期間終了後、3か月の給付制
限があります。給付制限を受けている
期間は、基本手当を受給することはで
きないのです。

1ランク上のシニアライフの話  

失業したときの給付  
基本手当

雇用保険のイメージは失
業保険というものかもしれ
ません。雇用保険の被保険
者が定年を迎えたり、会社
が倒産したときなどに支給
されるのが基本手当です

1 定年の場合と会社の倒産な
どの場合では、給付を受ける
日数や条件に差があります。
後者の場合、失業する前1年
間で、被保険者期間が6か月
以上あれば給付対象です

2 給付を受ける場合、利殖の
理由にかかわらず7日の待
機期間があります。自己都合
退職などの場合は、さらに、
3か月の給付制限を受ける
ことになります
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雇用保険の基本手当の受給資格
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